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平成30年３月鹿屋市議会定例会の開会にあたり、

平成30年度当初予算をはじめとする諸議案の説明

に先立ち、市政に関する所信の一端を申し上げ、

議員並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りた

いと存じます。

このたび、鹿屋市長として、２期目の市政運営

の舵取りを担わせていただくことになりました。

今、改めて、その責任の重さと、市民の皆様の期

待にお応えしなければならないという強い使命感

を感じながら、この場に立たせていただいており

ます。

福沢諭吉の“学問のすすめ”の一節に「進まざる

者は必ず退き、退かざる者は必ず進む」とありま

す。これは、物事を成す上で、失敗を恐れず、諦

めずに挑戦し続けることが大切であるという教え

です。

私自身、志を高く持ち、失敗を恐れずに挑戦する

「志高挑戦」を自らの信条としています。今後も、

議員の皆様方、そして、市民の皆様方と一丸とな
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って前に進み、鹿屋市の明るい未来を築いてまい

りたいと考えております。

－ はじめに －

我が国の経済は、政府の進めるアベノミクスに

よる経済政策が進められ５年が経過した中、雇

用・所得環境の改善が続いており、１月の政府月

例経済報告においても「景気は、緩やかに回復し

ている。」との判断が示されています。

本市内の経済状況については、「鹿屋市短期経

済観測調査」を開始した平成27年12月以降から、

これまでの約２年間の市内業況を見ますと、業種

によって多少の差はあるものの、全体として緩や

かな上向き傾向にあることや、近年の有効求人倍

率や市民所得も上昇していることなどから、市内

経済においても好転の兆しがあるのではないかと

考えております。

このように、全般的に景気動向は回復基調にあ

るものの、多くの地方自治体では、引き続き、厳
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しい財政運営に加え、過疎・高齢化や人口減少と

いった各種課題を抱えている状況にあります。

本市におきましても、これらの課題に正面から

向き合い、将来にわたり、持続可能な活力と魅力

溢れるまちづくりを推進してまいります。

－ 市政運営の基本姿勢 －

私は、これまで１期４年間の市政運営において、

さまざまな地域を歩き、市民の皆様とふれあい、

語り合う中で、それぞれの仕事に夢と誇りを持ち、

懸命に取り組まれている方々や自分たちの地域を

豊かにしようと、まちづくりに貢献いただいてい

る方々を目の当たりにし、この地域の将来に向け

て大きな希望と強い可能性を感じています。

このようなことから、この鹿屋・大隅地域を今

よりも、さらに幸せと豊かさを実感できるまちに

してまいりたいと決意を新たにしたところです。

今後とも、市民の皆様と共に“ぬくもりと豊か
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さを実感できる明るい未来づくり”に取り組んで

まいります。

－ 市政運営の４つの戦略 －

私は、“ぬくもりと豊かさを実感できる明るい

未来づくり”を支える柱として、

○雇用と所得につながる力強い産業をおこす

まち

○笑顔あふれる安心・安全なまち

○心豊かに学び、地域文化を育むまち

○生き生きと快適に暮らせるまち

の４つのまちづくりを展開してまいりたいと考え

ています。

まず、１つ目に「雇用と所得につながる力強い

産業をおこすまちづくり」については、雇用の場

の確保と産業の振興による地域の発展を実現する

ため、
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○市内高校新卒者等の地元企業への雇用促進の

取組や企業誘致を円滑に進めるための環境整

備

○ＩＣＴを活用したスマート農業、販路拡大に

向けた輸出、高付加価値を実現する生産・流

通体制の確立など、夢のある農林水産業への

挑戦

○鹿屋・大隅地域の多様な地域資源や観光資源

を生かし、広域観光の取組の促進や新たな組

織の設立

など、関係者の皆様と連携し、雇用の確保と市民

所得の向上につながる施策を展開してまいります。

２つ目に「笑顔あふれる安心・安全なまちづく

り」については、安心して子どもを産み、育てや

すい環境をつくるとともに、子どもから高齢者ま

で、すべての市民が健やかに生活できる社会を実

現するため、

○健康寿命の延伸に向けた市民総参加の健康づ

くり運動の推進
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○待機児童の解消、子どもの貧困への対応など、

子育て支援策の強化

○関係機関との連携強化による介護など、福祉

サービスの充実

などに取り組んでまいります。

３つ目に、「心豊かに学び、地域文化を育むま

ちづくり」については、将来の地域を担う優れた

人材の育成とスポーツを核とした地域の振興を図

るため、

○鹿屋女子高等学校の整備やＩＣＴ教育の推進

など、特色と魅力ある教育環境の充実

○かごしま国体に向けた施設整備や受け入れ態

勢づくり、鹿屋体育大学との連携による東京

オリンピック・パラリンピックの事前合宿の

誘致など、市民総参加によるスポーツを核と

した地域振興の取組

○明治維新150周年を契機とする記念公演およ

び関連イベント等の開催や、地域で育まれて



7

きた伝統芸能、若者の芸術・文化活動の発表

など、文化のまち鹿屋の魅力発信

などに取り組んでまいります。

４つ目に「生き生きと快適に暮らせるまちづく

り」については、市民の皆様の安全で快適な暮ら

しを確保するため、

○霧島ヶ丘公園のさらなる魅力向上を目指した

官民連携による施設整備の推進

○観光振興や防災対策の情報発信など、行政サ

ービスの向上を図る光ブロードバンドの市内

全域への整備

○生活環境の向上を図るための雨水排水対策や

生活道路の整備、空き家の解体撤去や有効活

用

などに取り組んでまいります。

さらには、市民に開かれた行政を目指し、様々

な地域課題に的確かつ迅速に対応するため、これ
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までの４年間で、

○市民の声を市政に生かし、市民に身近で信頼

される市政を目指した「本気で語ろう会」、

「市民の声直行便」、「市政報告会」、「高

校生議会」の実施

○学校跡地や庁舎空きスペースなどを生かした、

官民連携による公有財産の有効活用

○ふるさと納税の積極的な取組による全国への

地元特産品のＰＲと販路拡大や自主財源の確

保

○地域の身近な課題解決や、特色ある地域づく

りを行う地域コミュニティ協議会の設立

などに取り組んできたところであり、これらの取

組による一定の成果が着実に芽吹いていることを

実感しているところです。

しかしながら、一朝一夕には解決できない様々

な課題もあることから、今後も市政推進の原動力

となる職員の人材育成や業務の効率化・高度化な
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どを積極的に進めながら、「もっと身近な、もっ

と熱い、もっと分かり易い」市政運営に取り組ん

でまいります。

－ むすび －

以上、市政運営に関する所信の一端を述べさせ

ていただきました。

振り返りますと、１期目就任時にも、この場で

申し上げましたとおり、私の政治の原点は、 生ま

れ育ったふるさとの振興、発展を叶えたいという

郷土愛であります。

「鹿屋市が大隅地域の将来の鍵を握る。」、「鹿

屋の発展なくして大隅の発展はない。」という強

い信念の下、市民の皆様が将来に向けて夢と希望

を持てるまちづくりを進め、公約に掲げている

“ぬくもりと豊かさを実感できる明るい未来づく

り”の実現に向けて、これからの４年間、粉骨砕

身の覚悟で市政運営に取り組む所存でございます。

市民や議員の皆様には、引き続き、御理解と御
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協力を賜りますよう心からお願い申し上げまして、

所信表明とさせていただきます。

－ 施策の進捗状況及び予算案等 －

次に、12月議会以降の主な施策の進捗状況等に

ついて御報告申し上げますとともに、今回、提案

しております予算案等について御説明させていた

だきます。

はじめに、議員の皆様方には、既にお知らせし

ておりましたとおり、空中給油機KC-130の鹿屋基

地におけるローテーション展開に伴い、鹿屋基地

に飛来予定のあるMV-22オスプレイ、大型輸送ヘリ

CH-53E等の度重なる事故やトラブル等に関して、

２月16日、防衛省からの説明がありました。

防衛省からは、一連の事故に対して、米側の事

故調査報告書等や対応状況、さらには、防衛省の

専門的知見による検証の結果、機体の安全性に問

題は無いと評価した上で、国としても、引き続き、

再発防止に向けて米側に強い態度で臨んでいくと

の説明がありました。

これに対し、市としましては、訓練開始にあた
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っては安全確保が最優先課題であり、訓練時間の

短縮や安全な飛行経路の確保などについて、強く

国に申し入れたところです。

また、防衛省から、議員の皆様への説明をはじ

め、基地周辺町内会長等で構成される鹿屋市基地

関係連絡協議会の皆様にも説明を行っていただく

こととしております。

１月18日から19日にかけまして、全国の農業高

等学校が和牛の肥育技術や体験発表の内容を競う

「第１回和牛甲子園」が東京食肉市場で開催され、

鹿屋農業高校からの出品牛が、肉質部門において

最優秀賞という輝かしい結果を残し、全国に鹿屋

農業高等学校の名を轟かせました。

受賞された生徒の皆様が、本市の基幹産業である

畜産業の担い手として、今後、ますます御活躍さ

れることを期待しますとともに、本市も引き続き、

「日本一 和牛のふる里 かのや」の旗印のもと、

畜産業の振興に努めてまいります。

６次産業化の推進については、２月15日、鹿屋

市、鹿児島県、鹿児島くみあい食品株式会社及び
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鹿児島県経済農業協同組合連合会の４者で、「やさ

い加工センター（仮称）」の建設に係る立地協定を

締結しました。

同センターでは、じゃがいも、人参、さつまいも

の加工食品の製造等を行うこととしており、地域

の農業振興の拠点として、農家の所得向上や地域

農業の発展に資するよう、引き続き、関係機関と

連携しながら取り組んでまいります。

地元雇用対策については、市内企業への雇用促

進を目的として、２月12日、リナシティかのやで、

「鹿屋市合同企業説明会」を初めて開催いたしま

した。

地元企業80社が集まる中、高校生や求職活動中の

方など、300人を超える方が参加され、企業との面

談などが行われました。今後につきましても、地

元企業への雇用促進への取組を継続的に進めてま

いります。

道路交通網の整備については、長年にわたり事

業が中断されていた「都市計画道路 寿大通線」

の幅員の見直しなどを内容とする計画の変更が、
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市及び鹿児島県の都市計画審議会を経て、２月16

日に都市計画決定されたところです。

今後とも、地域住民の御理解と御協力を賜りなが

ら、着実な整備と早期完成に向けて取り組んでま

いります。このほか、

○12月には、県内で初となる東京オリンピック

・パラリンピックを契機とした本市とスロベ

ニアとの交流活動に繋がるホストタウン登録

の決定

○１月には、かごしま国体開催に向け市民の皆

様と共に機運醸成を図る「1,000日前イベン

ト」の実施

○２月には、桜ヶ丘子育て支援住宅、愛称「ハ

グテラス」の竣工、など

本市における長年の懸案事項や重要施策等に関す

る様々な取組が着実に進んできているところです。

－ 予算編成の考え方 －

次に、予算編成の考え方について申し上げます。
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平成30年度当初予算は、平成30年１月28日に市

長選挙が予定されていたことから、人件費、公債

費、扶助費などの義務的経費や施設の維持管理な

どの経費に加え、

・市民が心豊かに暮らせる安全、安心の確保

・地域産業の振興による生活の安定

のために必要な経費を盛り込んだ予算として編成

しました。

また、予算編成にあたっては、中長期的に持続

可能な行財政運営に努めていくことを念頭に置き

つつ、引き続き、本市の重点施策である「鹿屋市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」と「かのや農

業・農村戦略ビジョン」に位置付けた事業で緊急

かつ重要性の高い施策を効率的に推進することと

し、当初予算では、特に、子育て支援を中心とし

た福祉の充実や教育環境の整備、農業を核とした

産業振興等による「ぬくもりと豊かさを実感でき

る明るい未来づくり」の実現に向けた取組を展開

していくという基本方針のもと編成しております。
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その結果、平成30年度一般会計予算案の総額は、

478億６千300万円となり、前年度当初と比べます

と、５．２％の減となりました。

なお、公約に基づく新たな事業につきましては、

６月補正予算において、４つの市政運営の戦略に

基づいた事業を、さらに積極的に推進していく予

算を編成したいと考えております。

次に、特別会計及び公営企業会計当初予算案に

ついて、主なものを申し上げます。

国民健康保険事業特別会計予算の総額について

は、111億５千213万３千円で、25.6％の減となり

ました。

これは、被保険者数の減による保険給付費の減

や国民健康保険制度の改正により、保険者が市か

ら県へ移行することで、共同事業拠出金などが減

となったことによるものです。

介護保険事業特別会計予算の総額については、

107億165万５千円で、0.5％の増となりました。
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これは、介護報酬の改定による増や介護予防に

重点を置いた健康づくり活動や窓口相談、給付適

正化の促進などの地域支援事業費の増などによる

ものです。

水道事業会計予算については、収益的収入は、

17億７千19万１千円、収益的支出は、15億７千187

万３千円で、資本的収入は、２千460万４千円、資

本的支出は、５億６千863万５千円となりました。

主な事業として、老朽管の布設替えや、主要施

設への配水管路の耐震化などを進めてまいります。

－ 主要施策の概要 －

それでは、主要施策の概要について、戦略ごと

に御説明申し上げます。

第１の「雇用と所得につながる産業をおこすま

ちづくり」については、産業の振興と雇用の機会

の確保により、地域経済の発展と活性化を目指し

ます。

「漁業共同利用施設整備事業」については、「か
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のやカンパチ」等の養殖魚の品質向上による漁業

経営の安定を目指すため、イケス係留施設を新た

な海流域に整備し、養殖漁場の改善を図ります。

「かのやアグリ起業ファーム事業」については、

新規就農者の確保・育成を図るため、３ＪＡなど

と一体となって農業を担う人材発掘や市内農家で

の実地研修、施設整備等を支援し、農業・農村の

未来を支える人づくりを推進します。

「次世代型放牧技術実証事業」については、産

学官が連携し、鳴之尾牧場において実施するＩＣ

Ｔ（情報通信技術）やロボット、ＡＩ（人工知能）

を畜産業に活用するための実証事業に参加します。

「総合交通対策事業」については、市民の利用

しやすい公共交通体系をつくるため、小型低床の

くるりんバス１台の導入や天神・船間地区でのデ

マンド交通の運行事業を継続して実施します。

「観光ＰＲ誘客推進事業」については、農家民

宿の開業支援や、地域おこし協力隊員を中心とし

たＰＲ活動の展開等により、グリーンツーリズム
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の一層の推進を図ります。併せて、大河ドラマ

「西郷
せ ご

どん」や明治維新150周年効果を生かし、基

地史料館をはじめ、環境整備を進める戦跡等を組

み込んだ新たなツアーの造成等による教育旅行の

誘致など、大隅半島一体となった広域観光の取組

による誘客増加を促進します。

また、５月には、新たなイベントとして「ハー

ブフェスティバル」を霧島ヶ丘公園で開催し、全

国から多くの方々の誘客を図ります。

第２の「笑顔あふれる安心・安全なまちづくり」

については、安心して子どもを産み育てやすい環

境をつくるとともに、全ての市民が健やかに生活

できる、人にやさしい社会の実現を目指します。

「発達障がい児支援事業」については、就学前

の“気になる”段階から相談できる体制を整え、

早期に不安の解消を図るため、新たに保育所等の

未就学児を対象に巡回・指導を実施します。

また、就学後もスムーズな学校生活が送れるよ

う、小・中学校の特別支援教育支援員を増員しま
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す。

「みんなで支え合う地域づくり推進事業」につ

いては、子どもから高齢者、障がい者など全ての

住民が地域で安心して暮らせる社会の実現のため、

地域で見守るふれあいネットワーク活動や福祉サ

ービス利用支援事業などを継続して実施します。

また、新たに花岡地区をモデル地区として地域

の障害者福祉施設や体育大学とも一緒になってコ

ミュニティを育みながら健康づくりに取り組むサ

ロン活動を実施するほか、花岡地区伝来の「小薄
お す き

そ

ば」づくりに地域で取り組み、世代を超えた交流

で助け合いながら暮らす仕組みづくりを推進しま

す。

また、新たに市民後見人養成講座を開催し、人

材の育成を図ります。

「30代健康きっぷ事業」については、早期から

生活習慣病の予防を意識づけ健康的な生活習慣を

身につけるため、健診機会の少ない30代の無料健

診枠を拡大し、さらに促進します。
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「介護予防・介護給付適正化事業」については、

高齢化の進行による健康寿命の延伸が重要な課題

であることから、新たに高齢者向けのトレーニン

グ機器を活用した訓練や運動サロンを実施するほ

か、認知症予防教室を開催し、住民が自ら進んで

楽しみながら通える健康づくりの場の充実を図り

ます。

また、介護サービス事業所の指導やサービス計

画の点検体制を強化し、介護給付費の適正化に取

り組みます。

第３の「心豊かに学び、地域文化を育むまちづ

くり」については、地域の誇りと力を高める市民

文化の創造を図るため、地域の未来を担う人材を

育成するとともに、市民文化やスポーツの振興に

取り組みます。

「大学と創るスポーツ文化事業」については、

「日本版ＮＣＡＡ ＫＡＮＯＹＡモデル事業」の一

つとして、市民大運動会（仮称）を鹿屋体育大学

の構内で開催し、多くの市民が身近な大学でスポ
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ーツに親しみ、参加する機会をつくります。

「かごしま国体準備事業」については、平成32

年の国体開催に向け、機運醸成を図る啓発グッズ

の製作を地元高校生にお願いするほか、選手や来

場者への「おもてなし」を、地元町内会を中心に

九州ブロック大会で実践します。

また、ボート会場となる輝北ダム湖畔の施設整

備を行います。

「小中学校施設整備事業」については、児童、

生徒数の増加による教室不足や老朽化に対応する

ため、笠野原小学校、寿北小学校、鹿屋東中学校、

串良中学校を整備します。

「かのや明治維新150周年記念事業」については、

市内の文化団体や一般公募によるキャストが出演

する創作市民歌舞劇を公演するとともに、幕末維

新史研究者を招いて講演会・シンポジウムを開催

し、文化のまち鹿屋の魅力を内外に広く発信しま

す。

「鹿屋寺子屋事業」については、平成28年度か
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らスタートした寺子屋事業が、利用している児童

や保護者からも大変好評であることから、今回新

たに５箇所で開始し、合わせて11箇所に拡充して

実施します。寺子屋での学習活動や地域の方々と

の交流活動などを通して、学力向上と郷土愛の醸

成を図ります。

第４の「生き生きと快適に暮らせるまちづくり」

については、生活基盤の整備や、災害への対応な

ど、更に強化し、市民の快適な暮らしの確保や、

地域社会活動の推進による「市民が主役」のまち

づくりを進めます。

「情報インフラ整備事業」については、年次的

に市内全域へ光ブロードバンドの整備を進めてい

るもので、平成30年度は、高隈地区、古江地区、

高須地区、南地区を整備します。

「災害につよいまちづくり事業」については、

「火山」、「台風・豪雨」への備えと対策を学び、

防災意識を高めるための「防災シンポジウム」を

開催します。また、一次避難所に発電機の配備を

行うほか、自主防災組織の防災活動に助成を行い、

地域防災力の向上を図ります。
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「防犯対策事業」については、市民が安全で安

心して暮らせるまちづくりを推進するため、町内

会の防犯灯のＬＥＤ化を進め、機器の長寿命化や

照度アップによる安全対策の強化を図ります。

「総合雨水排水対策事業」については、近年の

異常な集中豪雨等により発生している道路冠水箇

所を改善するため、排水路の整備を行い、生活基

盤の安全確保に努めます。

「道路整備事業」については、国体開催に向け、

輝北ダム・ボート会場への連絡道となる県道垂水

大崎線の整備に着手するほか、県道の永吉高須線

や高隈串良線についても、早期完了に向けて取り

組んでまいります。

また、事業が中断されていた寿大通線は、平成

30年度、詳細設計に着手することとしています。

以上、主要な施策の概要について４つの戦略ご

とに御説明申し上げました。

次に、平成29年度一般会計補正予算案の概要に

ついて御説明申し上げます。
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今回の補正予算は、国の補正予算に伴う事業の

ほか、各種基金への積立て、事業費確定に伴う不

用額の整理などを中心に編成しました。

この結果、補正予算額は１億384万７千円の減額

となり、補正後の予算額は523億４千488万７千円

となります。

補正予算案に計上した主な事業について、御説

明申し上げます。

「空き家適正管理促進事業」については、国の

１次補正予算を活用し、危険空き家の解体及び撤

去に係る経費の一部を助成し、市民の安全安心な

住環境の確保と良好な景観の維持を図ります。

「畜産クラスター事業」については、国の補助

事業の採択を受けた市内の畜産経営体に対して、

新規就農や経営規模拡大に伴う畜舎・施設等の整

備に要する経費の一部を助成し、地域の畜産収益

力の向上と生産基盤の拡大、強化を図ります。

平成29年度に交付される再編交付金の一部を活

用して基金への積立てを行い、次年度以降、健康・

福祉分野のソフト事業へ活用してまいります。
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－ 条例その他の案件について －

次に、議案第17号から第36号までの条例議案及

びその他議案について、その主なものを御説明申

し上げます。

まず、議案第22号については、第７期介護保険

事業計画に基づき、65歳以上の方々の平成30年度

から平成32年度までの介護保険料を定めるもの

です。

議案第27号については、国民健康保険制度の改

正により、保険者が市から県へ移行することに伴

い、新たに創設された国民健康保険事業費納付金

について定めるものです。

議案第30号については、都市公園法施行令の一

部改正に伴う所要の規定の整備と併せて、平和公

園多目的野球場の改修に伴い、名称を「平和公園

野球場」と変更し、使用料を改定するものです。

議案第32号については、本年２月に完成し、３

月１日から入居を開始する桜ヶ丘子育て支援住

宅の家賃等の収入や市営住宅等の譲渡の対価等
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を、市営住宅等の整備や修繕等に充てる資金とし

て積み立てる基金を創設するものです。

議案第36号については、寿北小学校の児童数の

増加による教室不足の解消を図るため、国の補助

事業を活用し、鉄筋コンクリート造り３階建ての

教室棟を新たに建築する工事請負契約の締結を

行うものです。

報告第１号及び第２号については、地方自治法

第180条第１項の規定に基づき、事故の和解及び損

害賠償の額を定めることについて専決処分したも

ので、同条第２項の規定により報告するものです。

事故の状況等は、別紙「示談書」のとおりです。

以上、今回提案しました平成30年度予算案及び

平成29年度補正予算案、並びに条例その他の案件

について御説明いたしましたが、議案の詳細につ

きましては、関係委員会におきまして、関係部課

長等に説明させますので、よろしく御審議の上、

議決賜りますようお願い申し上げます。


